
 

 

【年金の離婚分割】 

平成１９年４月１日以降に離婚が成立した場合、婚姻期間中に支払った厚生年金保険料

分の年金を分割請求できる制度があります。 

これは例えば夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合、夫が勤め先で厚生年金保険に

加入した期間のうち、婚姻していた期間分だけ、夫の厚生年金の最大半分が妻の年金に振

り替えられるというものです。 
 

 
 

婚姻期間 
 

     20 歳   結婚                               離婚 

 

 

しかし妻もサラリーマンであった場合は、二人の報酬総額を合算して半分に分割されるこ

とや、妻の方が報酬が高い場合は、夫からの請求があり合意があれば夫に振り替えられる

ことになるので申請には注意を要します。この制度を利用するには以下の手順を踏みます。 
 
     《手続のながれ》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これとは別に、平成２０年４月１日以後に国民年金の３号被保険者期間がある方が平成２

０年５月１日以後に離婚し分割申請した場合は、自動的に扶養者の年金が半分振替られる

制度もあります。どちらも離婚から２年が請求期限です。 
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①年金事務所へ「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、 

情報提供を受ける 

②当事者間で話し合い、分割割合を決める 

③公証人役場で分割割合を定めた

公正証書等を作成する 

③家庭裁判所へ申し立てを行い、分

割割合を定める審判の確定 

または調停を成立させる 

合意成立 合意不成立 

④年金事務所へ「標準報酬改定請求書」と必要書類を提出し分割手続を行う 

この期間中に払った保険料の

最大半分までが分割対象 振振替替  


